
 

 

議  案  第  ５５  号  

 

 

工事請負契約について  

 

工事請負契約を次のとおり締結する。  

 

令和４年９月６日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  契 約 の 目 的  東田団地２号棟新築機械設備工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 金 額  １億７，２７０万円  

４  契約の相手方  新居浜市東田一丁目甲１３００番地  

特定東田団地２号棟新築機械設備工事  

秋山工業・北四国設備共同企業体  

代表者  秋山工業株式会社  

代表取締役  秋  山  周  三  

５  工 事 期 間  契約の日から令和６年４月３０日まで  

 

提案理由  

東田団地２号棟新築機械設備工事の請負契約を締結するため、新居浜市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本案を提出す

る。  



 

 

参照条文  

 

新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（抜  粋）  

 

（議会の議決に付すべき契約）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により議

会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５，０００万円以上の工事又

は製造の請負とする。  



 

 

東田団地２号棟新築機械設備工事  

 

１  工事場所  新居浜市東田二丁目甲１５０５番１外   

２  工事概要  

（１）給排水衛生設備  一式  

   給水管及び排水管の布設並びに受水槽、加圧給水ポンプ、便器、洗面化粧台等の

設置  

（２）給湯設備  一式  

   給湯管の布設及び瞬間式ガス給湯器等の設置  

（３）ガス設備  一式  

   配管の布設及びガスを貯留するバルクタンク等の設置  

（４）消火設備  一式  

   連結送水管の布設及び消火用充水タンク等の設置  

（５）集中検針装置  一式  

   電子式水道メーター、集中検針盤等の設置  


